
 

 

朝倉駅前にホテル等を誘致します 

新たな交付金制度を創設し（交付期間 10年間）、ホテル等を誘致します。 
 

１ 概要 

  朝倉駅周辺整備事業の計画対象地区内にホテル等の宿泊施設を誘致する 

ため、「ホテル等所有者」及び「ホテル等事業者」を対象とした交付金制 

度を創設し、ホテル等の新設及び運営を 10年間支援します。 

 誘致するホテル等の客室数は、100 室以上を要件とします。 

 

２ 交付金の内容 

交付金は、次の２種類で、あらかじめ市の指定を受けたホテル等所有者 

及びホテル等事業者を交付対象とします。 

交付金の種類 交付対象 交付金の額 交付の期間 

①ホテル等新設交付金 計画対象地区内

で整備・運営さ

れるホテル等 

対象施設に係る各年度の固定資産税

及び都市計画税に相当する額 
建物の課税初年度から 10年間 

②ホテル等事業運営交付金 
対象施設に係る各年度の下水道使用

料の合計額に相当する額 

ホテル等の事業を開始した日の

属する月から起算して 120月 

 

 

 

 

 

 

３ 今後の予定 

  ホテル等の誘致を含む、朝倉駅周辺整備事業の事業者公募は、令和２年５月に開始する予定です。 

お問い合わせ 
朝倉駅周辺整備推進室朝倉駅周辺整備推進チーム 市川 
（0562-36-2667） 

令和元年１２月２４日（火）記者会見資料 
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